
NO.115 （4）日 高 市 議 会 だ よ り

措
置
を
と
っ
た
場
合
に
支
払
う

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
協
力
金
」
を
追
加
、
災
害
復

旧
費
の
う
ち
、
公
共
土
木
施
設
災

害
復
旧
費
で
は
、
災
害
復
旧
事
業

で
、
令
和
元
年
東
日
本
台
風
に
よ

り
被
災
し
た
新
井
橋
、
新
堀
橋
及

び
久
保
の
下
橋
の
復
旧
に
係
る

「
測
量
設
計
委
託
料
」
及
び
「
工

事
請
負
費
」
を
増
額
し
た
い
と
い

う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
53
号　

反
対
討
論

　

本
補
正
予
算
は
、
令
和
５
年
度

か
ら
令
和
７
年
度
ま
で
の
期
間
に

お
け
る
学
校
給
食
調
理
等
の
民
間

委
託
を
担
保
す
る
た
め
の
債
務
負

担
行
為
を
含
ん
で
い
る
。
献
立
作

成
や
食
材
調
達
を
市
で
行
う
と
し

た
こ
と
は
評
価
す
る
が
、
調
理
委

託
で
の
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
や
質
の

確
保
を
懸
念
す
る
。
ま
た
、
委
託

に
よ
っ
て
非
正
規
で
働
く
方
が
増

え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
安
定

雇
用
の
確
保
や
調
理
技
術
の
継
承

の
面
か
ら
課
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

安
全
で
豊
か
な
学
校
給
食
の
た

め
に
自
校
方
式
を
含
め
た
直
営
に

よ
る
地
産
地
消
や
食
育
を
進
め
る

べ
き
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
53
号　

賛
成
討
論

　

本
補
正
予
算
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
事
業
で
３
回

目
の
追
加
接
種
や
子
ど
も
へ
の
接

種
に
係
る
費
用
を
計
上
し
、
高
萩

北
中
学
校
校
舎
改
修
事
業
や
災
害

復
旧
事
業
で
工
事
等
を
遅
滞
な
く

進
め
る
た
め
の
財
源
に
必
要
な
地

方
債
を
追
加
又
は
変
更
し
、
さ
ら

に
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
適
正
な
期

間
を
確
保
す
る
繰
越
明
許
費
の
追

加
や
学
校
教
育
に
必
要
な
業
務
を

担
保
す
る
債
務
負
担
行
為
の
追
加

を
行
う
な
ど
、
市
民
の
暮
ら
し
に

無
く
て
は
な
ら
な
い
事
業
が
多
く

含
ま
れ
、
当
初
予
算
成
立
後
の
諸

事
由
に
対
応
す
る
適
切
な
補
正
で

あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

　

議
案
第
53
号　

反
対
討
論

　

本
補
正
予
算
は
、
学
校
給
食
調

理
等
の
委
託
を
前
提
と
し
た
債
務

負
担
行
為
の
追
加
を
含
ん
で
い
る
。

令
和
元
年
10
月
に
策
定
さ
れ
た
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
計
画
で
は
、

老
朽
化
施
設
の
建
て
替
え
に
は
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
が
最
も
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

建
て
替
え
と
調
理
委
託
は
セ
ッ
ト

で
あ
る
と
認
識
し
、
調
理
委
託
が

単
独
で
進
ん
で
い
た
と
の
認
識
は

無
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
現
時
点

で
は
、
委
託
の
是
非
を
判
断
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員

会
で
は
承
認
さ
れ
た
が
、
給
食
は

児
童
生
徒
の
成
長
と
食
育
に
と
っ

て
重
要
で
あ
る
た
め
、
保
護
者
へ

の
説
明
会
や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
事

前
に
意
見
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
53
号　

賛
成
討
論

　

本
補
正
予
算
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
推
進
、
高
萩
北

中
学
校
の
校
舎
改
修
、
学
校
給
食

調
理
等
の
委
託
な
ど
の
市
民
に

と
っ
て
重
要
な
事
業
を
含
ん
で
い

る
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
推
進
は
、

追
加
接
種
の
体
制
を
早
期
に
整
備

し
、
感
染
不
安
の
払
拭
や
経
済
の

回
復
に
取
り
組
む
こ
と
が
行
政
の

責
務
で
あ
る
。
高
萩
北
中
学
校
の

校
舎
改
修
は
、
特
に
ト
イ
レ
の
洋

式
化
が
小
中
一
貫
教
育
移
行
を
踏

ま
え
た
小
・
中
学
校
の
生
活
環
境

平
準
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

学
校
給
食
調
理
等
の
委
託
は
、
外

部
委
託
に
よ
っ
て
業
務
の
効
率
化

や
副
菜
を
増
や
す
等
の
新
規
取
り

組
み
が
図
れ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
54
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
３
億
８
千
874
万
１
千
円
を

追
加
し
、
補
正
後
の
総
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
66
億
２
千
354
万
７
千
円
と

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
55
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

収
益
的
収
入
の
総
額
を
10
億
７

千
129
万
４
千
円
、
収
益
的
支
出
の

総
額
を
11
億
２
千
455
万
円
と
し
、

資
本
的
支
出
の
総
額
を
７
億
２
千

197
万
４
千
円
、
資
本
的
収
入
額
が

資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す
る

額
を
２
億
２
千
822
万
３
千
円
、
議

会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
と
し
て

定
め
た
職
員
給
与
費
の
総
額
を
１

億
２
千
914
万
１
千
円
と
し
た
い
と

い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
56
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
下
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

収
益
的
収
入
の
総
額
を
11
億
３

千
25
万
２
千
円
、
収
益
的
支
出
の

総
額
を
11
億
２
千
89
万
円
と
し
、

資
本
的
収
入
の
総
額
を
７
億
８
千

144
万
３
千
円
、
資
本
的
支
出
の
総

額
を
12
億
７
千
180
万
７
千
円
、
資

本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に

対
し
不
足
す
る
額
を
４
億
９
千
36

万
４
千
円
、
議
会
の
議
決
を
経
な

け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
経
費
と
し
て
定
め
た
職
員
給
与

費
の
総
額
を
８
千
997
万
４
千
円
と

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
57
号
）

　

�

日
高
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例

　

犯
罪
被
害
者
等
を
支
援
す
る
た

め
の
基
本
的
事
項
を
定
め
た
い
と

い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
58
号
）

　

�

日
高
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
及
び
長
期
優
良
住
宅

の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

改
正
を
踏
ま
え
、
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
に

係
る
規
定
を
改
め
た
い
と
い
う
も

の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
59
号
）

　

�

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

討　

論


